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不開示理由等 所管局部課等

1 R6.12.11 R6.12.25
対応記録表（対応日　令和６
年４月４日）

1 1 1 1 1

 （１）法人名
条例第７条第３号
法人に関する情報であり、公にすることにより、法
人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損な
われると認められるため

 （２）氏名
条例第７条第２号
個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため

 （３）公にされていない内線番号
条例第７条第６号
不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが
大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員
の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め

財務局経理部総
務課

2 R6.12.5 R7.12.17

・令和５年４月１日付建築工
事積算標準単価（一次単価）
・令和５年４月１日付建築工
事積算標準単価（歩掛）
・令和５年４月１日付電気設
備工事積算標準単価（一次単
価）
・令和５年４月１日付電気設
備工事積算標準単価（歩掛）
・令和５年４月１日付機械設
備工事積算標準単価（一次単
価）
・令和５年４月１日付機械設
備工事積算標準単価（歩掛）

10247 1
財務局建築保全
部技術管理課

3 R6.12.11 R6.12.25
対応記録表（対応日　令和５
年10月13日）

1 1 1

公にされていない内線番号
条例第７条第６号
不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが
大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員
の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め

財務局建築保全
部庁舎管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条


